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	※　御意見が６００字を超える場合、その内容の要旨を添付してくださいますようお願いいたします。
	※　郵送で御提出の場合、別途様式を用意しておりますが、【１】～【６】の項目が記載されていれば他の様式を用いての御提出も可能です。
	※　電子メール件名を「家庭用品品質表示法関連の告示案について」としてください。
	※　封筒表面に「家庭用品品質表示法関連の告示案について」と朱書きしてください。
	○　お寄せいただいた御意見に対する個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。
	○　御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、そのまま公表させていただく場合もありますので、その旨御了承願います。
	○　御記入いただいた氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用します。
	○　電子メールでの御意見は、テキスト形式の電子メールによる御意見だけを受理します。セキュリティ上、添付ファイルやＵＲＬへのリンクにより提出された御意見は受理しかねますので、その旨御了承願います。

